
　

少
子
化
の
中
に
お
い
て
、中
学
生
に
と
っ

て
望
ま
し
い
ス
ポ
ー
ツ・
文
化
芸
術
活
動

の
環
境
を
確
保・
維
持
す
る
た
め
、中
学
校

部
活
動
の
地
域
ク
ラ
ブ
へ
の
展
開
を
進
め

て
い
ま
す
。
こ
の
た
び
、三
木
市
地
域
ク

ラ
ブ
を
運
営
す
る
団
体
を
募
集
す
る
た

め
、説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

▼�

日
時　
7
月
5
日
（土）

　
·
ス
ポ
ー
ツ
団
体　

　
　
午
後
3
時
～
4
時

　
·�

文
化
·
芸
術
団
体

　
　
午
後
4
時
30
分
～
5
時
30
分

▼�

場
所　
教
育
セ
ン
タ
ー

問�

(市)
文
化・ス
ポ
ー
ツ
課

　

自
然
環
境
の
保
全
や
地
球
温
暖
化
の
防

止
な
ど
に
向
け
た
活
動
を
行
う
団
体
に
対

し
て
経
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▼�

対
象
事
業

　

�

自
然
環
境
の
保
全
、地
球
温
暖
化
の
防

止
な
ど

▼�

対
象
団
体（
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す

こ
と
）　

　
·�

良
好
な
環
境
の
保
全
、
創
造
の
た

め
の
活
動
を
行
う

　
·�

市
内
に
事
務
を
行
う
場
所
が
あ
り
、

市
内
で
活
動
す
る

　
·
規
約
な
ど
が
あ
る

　
·�

団
員
の
構
成
員
が
5
名
以
上
で
あ
る

　
·�

政
治
活
動
、宗
教
活
動
、営
利
目
的
、

暴
力
団
、暴
力
団
と
密
接
な
関
係
で

は
な
い

▼�

補
助
対
象
期
間　
交
付
決
定
を
受
け
た

日
か
ら
令
和
8
年
2
月
27
日
㈮
ま
で

▼�

補
助
金
額　

対
象
経
費
の
合
計
額（
上

限
5
万
円
）

▼��

申
請
期
間　
6
月
2
日
（月）
～
30
日
（月）

問・申
請� �

(市)
環
境
政
策
課�

環
境
政
策
係

込
み
や
、投
票
の
方
法
に
つ
い
て
は
選
挙
管
理
委

員
会
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

�　問�

（市）
選
挙
管
理
委
員
会

　

　
6
月
29
日
（日）
に「
三
木
市
長
選
挙
」が
予

定
さ
れ
て
い
ま
す
。「
大
切
な
１
票
」を
忘

れ
ず
に
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

▼
告
示
日　
６
月
22
日
（日）

▼
投
票
日　
６
月
29
日
（日）

▼
期
日
前
投
票
期
間

　
6
月
23
日
（月）
～
６
月
28
日
（土）

　

�　

今
回
の
選
挙
か
ら
、市
役
所
・
吉
川

支
所
に
加
え
て
、イ
オ
ン
三
木
青
山
店

（
衣
料
館
２
階
）で
新
た
に
期
日
前
投
票

所
を
開
設
し
ま
す
。

▼
投
票
所
入
場
券
に
つ
い
て

　

�　

告
示
日
以
降
に
郵
送
し
ま
す
が
、郵

便
事
情
に
よ
り
配
達
が
遅
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
選
挙
権
の
あ
る
方
は
、入

場
券
が
無
く
て
も
投
票
で
き
ま
す
の

で
、（
期
日
前
）投
票
所
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

▼
不
在
者
投
票

　

�

·�

選
挙
期
間
中
に
市
外
に
滞
在
中
の
方

は
、滞
在
先
の
選
挙
管
理
委
員
会
で

投
票
で
き
ま
す
。

　
·�

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指

定
し
た
施
設
に
入
院
·
入
所
し
て
い

る
方
は
、施
設
で
投
票
で
き
ま
す
。

　
　

●�

身
体
に
重
度
の
障
が
い
が
あ
る
方
の
郵

便
な
ど
に
よ
る
投
票

　

�　

こ
の
投
票
が
で
き
る
の
は
、身
体
障

害
者
手
帳
、戦
傷
病
者
手
帳
、介
護
保

険
被
保
険
者
証
を
持
つ
有
権
者
で
、障

が
い
の
種
別
や
程
度
が〈
表
１
〉に
あ
て

は
ま
る
方
が
対
象
で
す
。

　

�　

な
お
、投
票
用
紙
へ
の
記
載
は
、自

書
が
必
要
で
す
が
、〈
表
１
〉お
よ
び〈
表

２
〉の
両
方
に
あ

て
は
ま
る
方
は
、

あ
ら
か
じ
め
届
け

出
た
代
理
記
載
人

（
選
挙
権
の
あ
る

方
）に
投
票
用
紙

の
記
載
を
代
理
し

て
も
ら
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

�　
投
票
に
は
、「
郵

便
等
投
票
証
明

書
」が
必
要
で
す
。

投
票
日
1
週
間
前

ま
で
に
証
明
書
の

交
付
を
受
け
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

　

�　
証
明
書
の
申
し

市
長
選
挙
に
あ
な
た
の
1
票
を

選挙

　
認
知
症
の
方
や
そ
の
家
族
が
住
み
慣
れ

た
地
域
の
中
で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ

う
、住
民
が
主
体
的
に
運
営
す
る
交
流
の

場（
認
知
症
カ
フ
ェ
）に
対
し
て
、運
営
に

必
要
な
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼�

対
象
団
体（
次
の
要
件
の
ほ
か
、市
が

定
め
る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
）

　
·�

三
木
市
を
拠
点
と
す
る
団
体
で
、5
名

以
上
で
構
成
し
、半
数
以
上
が
市
内

在
住
で
あ
る

　
·�

月
1
回
、1
時
間
以
上
活
動
す
る

　
·�

構
成
員
に
認
知
症
の
方
の
介
護
経
験

が
あ
る
人
な
ど
が
1
名
以
上
在
籍
し

て
い
る

　
·�

市
か
ら
他
の
委
託
料
や
補
助
金
を
受

け
て
い
な
い　
な
ど

▼
補
助
内
容

　
·�

基
礎
補
助
額　
上
限
4
8
，
０
０
０

円
／
年

　
·�

利
用
者
数
加
算

　
　
10
～
20
人
未
満　
5
0
0
円
／
月

　
　
20
人
以
上　
1
，
０
０
０
円
／
月

　
·�

開
催
回
数
加
算

　
　
月
2
回
以
上　
5
0
0
円
／
月

▼
申
請
期
間　
6
月
2
日
（月）
～
30
日
（月）

問・申
請� �

(市)
高
齢
福
祉
課�

　
　
　

�

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

▲ホームページ
　はこちら

▲ホームページ
　はこちら

三
木
市
地
域
ク
ラ
ブ
設
置
運
営
団
体
等
募
集
説

自
然
環
境
保
全
活
動
を
行
う
団
体
を
応
援

補助金

補助金

認
知
症
カ
フ
ェ
活
動
に
補
助
金
を
交
付

三
木
市
地
域
ク
ラ
ブ
設
置
運
営
団
体
等
募
集
説

明
会
を
開
催

お知らせ

三
木
市
地
域
ク
ラ
ブ
運
営
団
体
募
集
説
明
会
を

開
催

お知らせ

▲ホームページ
　はこちら

　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
の
利
用
拡
大
に

向
け
て
、「
源
泉
所
得
税
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
納
付
体
験
コ
ー
ナ
ー
」が
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
所

得
税
徴
収
高
計
算
書
の
作
成
・
送
信
お
よ

び
源
泉
所
得
税
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付

手
続
き
ま
で
の
一
連
の
流
れ
を
操
作
・
体

験
で
き
ま
す
。

　

詳
細
は
、国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問��

三
木
税
務
署

☎
8
2
‐
0
5
0
1

お知らせ

源
泉
所
得
税
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
体
験

コ
ー
ナ
ー
が
開
設

▲ホームページ
　はこちら

▲ホームページ
　はこちら

みっきぃナビみっきぃナビ

健　
　
康

相　
　
談

子
育
て

募
集・採
用

教
室・講
座

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

施　
　
設

教
室・講
座

催　
　
し

<表1>郵便などによる不在者投票ができる方
手帳の種類 障がいの種別 左記の障がいの程度

身体障害者手帳

両下肢・体幹・移動
機能の障がい １級または２級

心臓・じん臓・呼吸
器・ぼうこう・直腸・
小腸の障がい

１級または３級

免疫・肝臓の障がい １級～３級

戦傷病者手帳

両下肢・体幹の障が
い 特別項症～第２項症

心臓・じん臓・呼吸
器・ぼうこう・直腸・
小腸・肝臓の障がい

特別項症～第３項症

介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護５

<表2>郵便などによる不在者投票における代理記載に該当する方
手帳の種類 障がいの種別 左記の障がいの程度

身体障害者手帳 上肢・視覚の障がい １級

戦傷病者手帳 上肢・視覚の障がい 特別項症～第２項症
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